
　ヒトパピローマウイルス（HPV）は子宮頸部に感染すると、子宮頸がんを発症することがわかって
おり、がんの発症を防ぐには、ウイルスの感染を防ぐことが大切です。HPVワクチンは、予防接種
を完了することで子宮頸がんの原因となるウイルスの感染を50 ～ 70％を防ぐことができます（厚生
労働省リーフレットより）。
　日本では平成25年4月に定期接種（費用公費負担）が開始となりましたが、接種後の痛みや運動障
がい等多様な症状が報告されたことから平成25年6月13日通知により接種勧奨を差し控えることと
なりました。以降、接種率は低下した一方、接種していない世代での子宮頸がんの発症が増えること
が心配されています。厚生労働省検討部会での協議を踏まえ、令和3年11月26日通知により接種勧
奨が再開となりました。
　定期接種の対象となる方（平成18年4月2日～平成23年4月1日生まれの女子）には4月末に、差
控えの期間に接種機会を逃したキャッチアップ接種の対象となる方（平成9年4月2日～平成18年4
月1日生まれの女子）には5月末に案内を郵送しています（いずれも接種完了している方を除きます）。
　定期接種対象の方は16歳になった年の年度末3月31日まで、キャッチアップ接種の方は令和7年
3月31日まで、接種費用が全額公費負担（無料）となります。郵送された案内をご確認の上、接種を
希望する場合はお早めに医療機関で接種してください。
　最新情報は飯塚市ホームページでご確認ください。

ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）定期予防接種のお知らせ

飯塚市ホームページQRコード

医療機関予防接種

子育て支援課　母子保健係
電話　0948-43-3305（直通）
FAX　0948-21-9508（直通）

お問合せ

●お問合せ　医療保険課（☎内線1033）

飯塚市国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険証が8月1日で更新となるため、7月中旬から下旬に世帯主宛へ簡易書留にて郵送します。
普通郵便での郵送や本庁及び各支所（出張所は除く）の窓口にて直接受け取りを希望される人につきましては、
6月23日（木）までに医療保険課医療給付係へご連絡ください。
※なお、これ以降は簡易書留での郵送となりますのでご注意ください。

・本庁1階7番窓口医療保険課及び各支所（出張所は除く）市民窓口課
・令和4年7月7日（木）から令和4年7月29日（金）の平日8時30分から17時15分
  ※毎週木曜日は本庁及び穂波支所で19時まで窓口対応可能

・認印・顔写真のついた身分証（例：運転免許証）
  ※直接受取ができるのは同一世帯の人に限ります。それ以外の人が来庁した場合は普通郵便での郵送となります。

・7月上旬頃発送予定
普通郵便での郵送時期

受取時に必要なもの

直接受取期間及び受取場所

国民健康保険証の更新に係る郵送方法の変更について

●特定健診に関するお問合せ　健幸保健課　特定健診係（☎0948-24-4002）

4月中旬に40歳～ 74歳の飯塚市国民健康保険加入者に「特定健康診査受診券」を郵送しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で実施期間等が変更になることがあります。
詳細は市のホームページまたは下記までお問合せください。

糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、特定健康診査受診券を送付しています

●お問合せ　医療保険課　総務係（☎内線1039・1040）各支所市民窓口課

国民健康保険税のお支払は、原則口座
振替となっています。納税通知書に、
口座振替依頼書（はがき）を添付して
いますので「口座振替」への切替えを
お願いします。

国民健康保険税を納付書でお支払中の方へ
収入の低い世帯に対して、国民健康保険税を
軽減する制度があります。
国民健康保険加入者全員の所得が把握できな
いと、軽減制度が適用されませんので、所得
のない人も申告をお願いします。

申告をお願いします

令和4年度 国民健康保険税について
令和4年度保険税の税率について

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少し生活が著しく苦しくなった場合は、　保険税が減免される
　 場合があります。詳細はお問合せください。

災害、病気、失業、廃業、収監などにより生活が著しく苦しくなり、国民健康保険税の納付がどうしても困難になっ
たときは、一定の基準により減免または、軽減する制度があります。ただし、原則として定年退職や自己都合による
退職などは減免の対象にはなりません。詳しくは、お問合せください。

減免・軽減制度について

お支払方法（普通徴収・特別徴収）により、納期や納税通知書の発送時期が異なります。
納付方法が変更になる場合もありますので、詳細については納税通知書でご確認ください。

納付方法と納期について
令和4年度国民健康保険税納税通知書を世帯主宛に下記のとおり送付します。

・所得割額は所得から43万円を控除した数値に、上記所得割率を乗じた金額です。
・国民健康保険税 ＝ 医療給付費分 ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護納付金分　となっています。
・令和4年度より小学校入学前の未就学児は上記均等割額の2分の1が減額されます。

200,000円 170,000円650,000円賦課限度額

6,700円8,800円23,000円平等割額（1世帯あたり）

9,100円8,100円21,000円均等割額（1人あたり）

2.6％2.8％6.8％所得割率（所得－43万円）

介護納付金分（40～64歳）後期高齢者支援金分医療給付費分

納付方法
（口座振替、納付書払またはスマホ収納）

普通徴収の方
（年金からの天引き）
特別徴収の方

納期

7月中旬頃6月中旬頃納税通知書発送時期

10期　（6月～翌年3月まで）
※口座振替の方は、6月から毎月末のお支払
　（自動振替）です。

6期（4月～翌年2月までの偶数月）
※令和3年度途中に特別徴収が中止になった場合
　は、令和4年度当初は普通徴収となります。

ご記入後は
ポストへ
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